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資　料

1940年代 イギ リス 視覚障害教育改革 に よる大規模寄宿制盲学校の

　　　　　　　　　　　 出現 とその教育的意義

宮 内　久絵

　 1930年代イギリス で は70校の 盲学校が存在 し、 うち約7割が 通学制学校で あ っ た が 、

1940年代後半 に なる と 、 盲学校数は 16校に減少 し、そ の すべ て が寄宿制 となる。その

背景に は、イ ギ リ ス で初め て障害児教育を通常教育 と同 じ枠組 み に規定 し、障害児教

育 と通常教育の 接近を図 っ た 1944年教育法の 制定があ っ た 。 同法制定後 に おい て も視

覚障害教育が引 き続 き盲学校で行わ れた背景 には 、 教育省が 、視覚障害児の 指導法は 、

通常教育の もの とは異なる と して 盲学校 で の 教育 を推奨 して い た こ とが あ っ た 。 また 、

1944年教育法に よる盲教育 と弱視教育の 分化お よび盲児数の 減少 に伴 い 、盲学校 の 多

くが廃校 とな っ た 。 そ の ため、存続 した盲学校 はすべ て が 大規模な寄宿制盲学校 とな

っ た の で あ っ た 。 大規模寄宿生盲学校 で は、年齢 ・能力 ・視力 に対応 した 学習集団の

確保が 可能となっ たこ とか ら、 指導の 効率化、課外活動の拡大 、 お よび地域 との 交流

の 強化が見 られ た 。

キ
ー ・

ワ
ー ド ： イギ リス 　視覚障害教育　1944年教 育法

1．は じめに

　1930年代の イギ リス ’｝ には 、 70校 の 盲学校が

存在 して い た 。 その 約 7 割が通学制で あ り、 約

3割が寄宿制で あ っ た 。 さらに、児童生 徒が 20

人 に も満 た ない 小規模 な盲学校か ら児童生徒 数

200人以 上 の 大 規模 な盲学校 までが混在 して い

た （Table　l）。 それ ら の 盲学校で は、1921年教

育法の 下 で、 5歳か ら16歳 まで の 視覚障害児童

生 徒 に 対 して 職業教育 を含 む基 礎教 育 （ele −

mentary 　education ）を施す とともに、基礎教育

を終了 した視覚障害者の ため の 授産所施設 を併

せ持 つ 学校 も少な くなか っ た （Colbome −Brown

［1955］2 ）。 す な わ ち、1940年代前 半の イギ リ

ス で は 、 盲学校 の 就学形態 、 規模、及び機能は

兵 庫教 育大学大学院　特別支援教育コ ーデ ィ ネータ
ー

コ ース

統
一

され て お らず、通常教育 とは連接 しな い 視

覚障害独 自の 教育制 度が 存在 して い たの で あ

る 。

　 しか し、1940年代後半 になる と、盲学校数は

16校 に減少 し 、 そ の す べ て が寄宿制 とな っ て い

た 。 また、16校の うち15校は慈善団体管轄 の 学

校で あ っ た （Ministry　ofEducation ［1947］186）。

こ の こ とか ら、1930年以降 の 10数年 間に視覚障

害教育制度が大 きく変化した こ とが わかる 。 そ

して、そ の 後 60年代 まで 盲学校数は ほぼ変わ ら

ず、比 較的大規模 な盲学校 と して 維持 され る こ

とと なる （Table　2）。 こ の 体制 は 、 1981年教育

法 に よ り基本 的 にすべ て の 子 どもを通常学校で

教育する、い わゆ る イン ク ル ーシ ブ教育が 国全

体 の 方針 となる まで続い たの である 。

　1940年代の イギ リス で は 、 1944年教育法が制

定 され 、 戦後の 学校制度の枠組みが形作 られた 。
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Tabre　1　盲学校の学校規模とそ の学校数 （1934年）

学校規模 通学制 寄宿制

Table　2　盲学校 ・弱視学校の 学校規模 と

　　　　学校数 （1963年）

10人 以 下 0 0
学校規模

盲学校

11−20 8 0 通学制 寄宿制

21−30 4 2 10人以下 0 0

31−40 5 1 11・20 0 0

41−50 11 3 2ユー30 0 0

51・60 4 1 31−40 0 0

61−70 4 3 41−50 0 1

71−80 4 3 51−60 0 0

81−90 1 2 61−70 0 5

91−100 2 3 71−80 0 0

101・150 3 3 81．90 0 2

151−200 1 1 91−100 0 2

201人以 上 0 1 101−150 0 4

合計 47 23 151−200 0 1

出典：

Board　of 　 Education 　（1934a） List　of　 certified

special 　schools ，　 recognised 　institutions　for　the
training　of 　blind　and 　other 　defective　students ，
and 　 nursery 　 schools 　 in　 England　 and 　 Wales．
London：HMSO 、　pp．6・39．

201人以上 0 0

合計 0 15

そ して 、 視覚障害教育の 急激 な変化 もそ の 影響

を受 けて い た と考えられる 。 1944年教育法は、

中等教育改革にお い て 画期的な教育法で あ っ た

とされ て い るが 、 同時 に、障害児教育に も大 き

な改革 を もた らした法律 で あ っ た 。 す なわ ち 、

同法は 、イギ リス 史上 初め て、障害児教育を初

等 ・中等教育制度 の
一

部とし て 位置づ け 、 さら

に こ れ まで特殊学校 にお い て の み認め られ て い

た障害児の 教育 を通常学校 にお い て も認め るな

ど、障害児教育の 通常教育か らの 分離を緩和 し

た の で あ っ た。

　そ こ で 本研究で は、1944年教 育法制定後も視

覚障害教育が引 き続 き分離 的な環境で行われ 、

さらにすべ て の盲学校が 寄宿制学校 として 大規

模化する と い っ た 、 1944年教育法に逆行するか

の ような現 象が何 故に生 じた の か に つ い て 究明

す る こ とを目的 とする 。 また 、 寄宿制盲学校の

大規模化が 、 視覚障害教育に とっ て い か な る 意

義 をもっ て い たの か に つ い て、イ ギ リス 国内で

も比 較 的古 い 歴 史 を もつ ヘ ン シ ョ
ー

盲学 校

出典：

Ministry　of　Education（1963｝　List　of　special 　schools

for　 handicapped　 pupils　 in　 England　 and 　 Wales ．
London：HMSO ．　pp ．1．4．

（Henshaw ’

s　Institution　for　the　Blind）　と ロ イヤ

ル ・ビ ク トリ ア 盲学校 （Royal　Victoria　School

for　the 　Blind） の 2 校を取 り上 げて 検討する 。

　ヘ ン シ ョ
ー盲学校 はイギ リ ス 北西部の マ ン チ

ェ ス タ
ー

に、 ロ イヤ ル ・ビ ク トリア盲学校は イ

ギ リス 北部の ニ ュ
ーキ ャ ッ ス ル にある盲学校で

ある 。 両校 と も1830年代後期に慈善団体 に よ っ

て 設立 され、学校機能以外に職業訓練部門 と授

産所 を併せ 持 つ 比 較的大規模 な学校 ・施設で あ

る 点 にお い て 、 イギ リ ス の 典型 的 な盲学校 ・施

設 で あ っ たとい える 。 また 、イギ リス で は多 く

の 盲学校が廃校や 統合 を繰 り返 して きた た め 、

年次報告書等の
一

次資料が保管 されて い ない 盲

学校 も多い が、両校の 資料は比 較的揃 っ て い

る 。

　イギ リ ス の 視覚障害教育 に関す る歴史的研究

と し て は 、Ritchie （1930 ） に よ る研 究 や 、

111ingworth （1910）に よる研究が ある が 、い ず

れ も第 2 次世 界大戦 以 前の 時期 に 限 られて い

一 94一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Association of Disability Sciences, Japan

NII-Electronic Library Service

Assoolatlon 　of 　Dlsablllty 　Solenoes 厂　Japan

1940年代 イギ リス 視覚障害教育改革 に よ る 大規模寄宿制盲学校 の 出現 とそ の 教 育 的 意 義

る 。 なお Pritchard（1963）は、1944年教育法制

定か らその後の約10年間の 障害児教育の 実態に

つ い て 、 「特殊教育が 最 も強化され た 時期」 と

して記述 して い る （Prltchard［1963］214）。 し

か し 、 そ の 内容 は障害児教育全般 を対象に し た

もの で あ り、視覚障害教育 の 実態及び その 背 景

要 因に 関する記述 は少な い 。 また 、 1940年代 の

視 覚障害教 育に 関す る記述 として は 、French

（2006） に よ る もの があ る 。 Frenchは 、 分離 的

教育が強化 され る 1940年代か らイン ク ル ーシ ブ

教育へ と転換 を遂げ る 1980年代 まで の イギ リ ス

視覚障害教育 を論述 して い る 。 しか し、1940年

代に見られた視覚障害教育の 分離教育強化の 要

因 、 と りわけすべ て の盲学校が寄宿制 となっ た

背景に つ い て は解明 され て い な い 。 以上の こ と

か ら本論文 は、資料 と先行研究が乏 しい 時期に

照準 を合 わせ た 開拓的研究で ある とい える 。

∬．視覚障害教育の分離教育の背景

　 1．視覚障害教育 と通常教育の接近

　1944年教育法は 、 戦前 にみ られ た社会階級に

よ っ て 分 断され た 教育制度 を問題 視し 2）、す べ

て の 者に普遍 的な中等教育 を提供す る ため に、

分 断された教育制度の 廃止 と、初等、中等、高

等教育 とい っ た継続 的教育制度の 導入 を試 み

た 。 さらに、すべ ての 子供がその 年齢 、 能力、

適性 に応 じた教 育が 受け られ る ように する と い

う名 目の 下 、 中等教育学校を 、 大学進学 を 目的

とす る グ ラ マ
ー ・ス ク

ール 、職業教育 を中心 と

す るテ ク ニ カ ル ・ス ク
ール 、その 他

一
般教養を

身に つ ける こ とを 目的 と した モ ダ ン
・ス ク

ール

の 3 つ に分岐 させ た教育制度を確立 した 。

　1944年教育法は、障害児教育に お い て も画期

的な改革を 目指 して い た 。 同法 は 、 「特別な教

育 的取 り扱 い （special 　educational 　treatment ）」

と い う概念 を導入する とともに 、 イギ リス 史上

初 めて 障害児教 育を通常の教育制度の 一部 とし

て位置づ けた 。 したが っ て、上 に述 べ た教育制

度 の 改革は、通常教育だ けに止 まらず視覚障害

教育に も波及 し、1944年教育法の 理念 を実現す

る 義務を、地方 教育 当局 （Local 　Educational

Authority：以下LEA ） に課 したの であ っ た 。

　1944年教育法を受けて 、これ まで 5 歳か ら16

歳 まで の 視覚 障害児に基礎教育 を提供 して い た

盲学校は、初等学校及び中等教育学校に再編 さ

れた。 さ ら に 中等教育学校は 2校 が グ ラ マ
ー ・

ス ク ール に、 1校が テ ク ニ カ ル ・ス ク
ール に、

そ して その 他が モ ダ ン ・ス ク
ール とな る な ど 、

通常の 中等学校 と同様な教育制度が確立 した の

であ っ た 。

　 2．視覚障害教育にお ける 「特別 な教育的取

　　り扱い 」の意味

　1944年教育法 に よ っ て 初め て 導入 され た 「特

別 な教育的取 り扱い 」 とい う概念 は 、 特殊教育

は通常教育と本質的に異なる もの で はな く、 方

法的側面 にお い て 異な る に 過 ぎな い こ とを強調

する もの で あ っ た 。 したが っ て 1944年教育法で

は、障害児 の 教育の 場 と して 「特殊学校 ・学級、

もし くはそ の 他 （otherwise ）」 と記述 され て お

り、 それ は障害児教育で あ っ て も、 通常学校に

おける教育 を認め る こ とを意味した の で あ っ た

（Ministry　ofEducation ［1956］1）。

　それ で は、何故に視覚障害教 育は引 き続 き分

離的環境 に お い て 行 わ れ て い た の だ ろ うか 。

1945年に教育省 よ り、 障害児の 好 ま しい 教育の

場 につ い て具体的に述べ た教育指針 （Pamphlet）

が出版 されて い る 。
こ の 指針に は 、 通常学校で

の 教育が適当な障害種 として、一般 的に学校で

使用 される教科書が活用 可 能な視力 を保有す る

弱視児 、 口 話法 に よる授業や会話が可能な難聴

児などが挙げ られて い る （Ministry　of 　Education

［1946］ 12−13）。 すなわ ち 、 通常学校で の 教育

の 対象とな っ て い たの は、障害種の 中で も特別

な教育手段 を必 要 と しな い 軽度の 障害児に 限ら

れて い た 。

　 したが っ て 、 点字や拡大文字に よる特別な指

導法を必要 とす る 視覚障害児 に つ い て は、引 き

続 き盲学校で 教育 され る こ ととな っ た の で あ

る。
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皿．通学制盲学校の 消滅と大規模寄宿制盲学校

　の 出現

　 1．盲児童生徒数の減 少と弱視教育の 分化に

　　よ る盲学校存続の 危機

　教育省の 資料 に よる と、1926年当時、義務教

育段 階に ある盲児童 生徒は 約2，000人お り、 こ

れ は 人 口 1，000人中 4 人に 相当す る数値で あ っ

た （Board　of 　Education ［1926］ 16）。 こ の よ う

に 盲児童生 徒の 数 は戦前 にお い て も決 して 多 く

は なか っ たが、医療 の 向上等 に よ り1949年に は

約 1，300人、す なわち 1，000人中 3 人 に まで 減少

して い っ た （Ministry　of 　Education ［1948］55）。

1944年教育法で は 、 身体 または精神の障害に よ

り 「特 別な教育的取 り扱い 」を必 要 とす る者 と

して 、llの 障害カ テ ゴ リー3 ：

を設 けた こ とに よ

り、盲 と弱視の 障害カ テ ゴ リ
ー

が分化 した 。 そ

して 、 弱視 は 「視 力の 欠陥の ため 、 通常学校 の

カ リキュ ラ ム で は学習で きない が 、 視力 を活用

した特別な方法を用 い た 教育が可能 な子 ども」

として 位置づ け られ 、 盲児とは異なる場で教育

され る こ と に な っ た の で ある。

　さて 、1944年教育法制定以前の 弱視教育 の 実

態を示す もの とし て 、教育省の 医務官で あ っ た

ク ロ ー
リ
ー

医師 （R ．H ．　Crowley） に よ り1934年
に政府に提 出され た報告書がある 。 本報告書で

は 、当時弱視児 は約 6
，
000人 存在 し 、 そ の 多 く

が盲学校に在籍 して い ると報告 して い る。また 、

その うち適切 な指導を受 けて い る の は 2
，
600人

に 過 ぎず、多 くが 通常学校ない し盲学校 におい

て 適切 で な い 指導4） を受けて い た （Board　of 　Ed−

ucation ［1934b］48）。 さ ら に こ う した傾 向は、

医療の 進歩に よ っ て盲児童生徒 数が減少 した

1930年代後期にお い て 、盲学校が在籍児童生徒

数を確保す るた め に意図的に弱視児を入 学 させ

よ うとする こ とに よ っ て、ます ます顕著 に な っ

て い たの で ある （Board　of 　Education 匚1934b］

48）。 1944年教育法は 、 こ の よ うな弱視児に対

し適切な教育が提供された 点に お い て 、革新 を

もた らした の であ っ た 。

　 しか しそ の
一

方 で 、 盲教育 と弱視教育の 分化

は、既 に減少傾 向に あ っ た 盲学校の 児童生徒数

の 更なる低減 を招 き、比較的小規模で あ っ た 盲

学校 に打 撃を与えた 。 打撃を受け た小規模盲学

校 の 中には、慈善団体に よる学校 も多 く含まれ

て い た 。 そ の
一

例 と し て 、 ブ ラ イ トン盲学校

（Brighton　School　fQr　the　Blind）の 実態が ある 。

当校の 1945年の 合計収入額は8
，
314ポ ン ドで あ

り、その うち5
，
998ポ ン ド、す な わ ち約 7割 が

LEA か ら授 業料 と して給 され た もの で あ っ た

（Brlghton　School　for　the　Blind ［1945コ3−4）。 す

なわ ち 、 慈善 団体管轄 の 盲学校の 多くは、その

財源を市民か らの 募金や個人 の 遺産に 頼る 一方

で 、在籍する児童生徒が 在住す る LEA か らの 資

金に も依存 して い たの で あ っ た。

　 こ うして小規模盲学校の 中に は財政難に より

廃校に追い 込 まれた もの 、 さらに、ブ ライ トン

盲学校が よ り多 くの 児童生徒数 を確保する ため

に弱視児 を対象 と し た弱視学校へ と転 向した よ

うに、弱視学校 へ と転向する学校 も出現 した の

で あ っ た （Brighton　School　fbr　the　Blind ［1946］

2）。

　 2．教育対象児童生徒数 の爆発的増加 と盲児

　　童生徒の 相対的減 少

　前述の よ うに、戦前 にお い て 中等教育 を受 け

て い た の は、該当年齢層 の 約 10％ に止 ま っ て い

た 。 したが っ て、社会階級を問わ ず 、 すべ て の

者 に普遍的な中等教育の 提供 を 目指 した 1944年

教育法の 制定は、教育対象児童生徒の 爆発的増

加 を招 い た の で あ っ た％

　 さ らに 1944年教育法で は、1921年教育法で 定

め られて い た5つ の 障害 カ テ ゴ リ ー （盲 、 聾 、

精神欠陥 、 肢体不 自由、て んか ん）を拡大 ・分

化 し、11の 障害カ テ ゴ リ
ー

を設けた 。 こ れに よ

り、特殊教育 の 対象 とな っ た障害児 は 109
，
272

人 に急増 し （Table　3）、障害児を含め たす べ て

の 子 どもの 初等・中等教育の 責任 を課せ られ た

LEA は 、 学校の 設置や教員の 配置等に追われ た

の で あ っ た 。

　 こ れ を受け 、 イギ リス 政 府は 多額の 予算 を教

育に当て る こ ととなる 。 LEA の 1945年度の 教育

予算は約 1 億 2，800万ポ ン ドで あ っ た が 、 翌年

には 1億 8，500万ポ ン ドと増加 して お り、 1942
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1940年代 イ ギ リス 視覚障 害教 育改 革に よる 大 規模寄宿制盲学校の 出現 とその 教育的意義

Table　3　LEA に より認定 され て い る 障害児童

　　 　 　 生徒数

通学制 男児 女児 合計

盲 744 514 1258

れ た盲学校は、従来よ りも広範囲の 地域か ら よ

り多 くの 子 ど もた ちを受け入れるこ とが求め ら

れ たた め、大規模な寄宿制盲学校 とな っ たの で

あ っ た 。

弱視 1，505 1，283 2，788

聾 1，906 1，492 3，398

難聴 1ρ35 803 1，838

病弱 12，177　　　　10，613　　　　22，790

糖尿病 141 101 242

教 育遅滞 23，698　　　　14，679　　　　38，377

て ん か ん 970 739 1．709

不適応 3，896 1，899 5，795

肢体不自由 6，888 5，770　　　　12，658

言語欠陥 11，385 4，766　　　　16．151

重複障害 1，358 910 2，268

合計 65，703　　　　43．569　　　109，272

出典 ：

Ministry　of　Education （1948） Education　in　 l947．

London：HMSO ．　 p，55，

年度の 1 億 1，400万 ポ ン ドに 比 べ 急上 昇 し て い

る （Centra1　Statistical　Office［1951］ 264，265）。

　 しか し 、 戦後 間もな い 当時 、 教育資金 の 活用

に は経済的効率が 求め られたの は い うまで もな

く、 LEA は地域 の 教育対象児の 数やそ の 数の 変

動 を も視野に入 れ た慎重な学校 の 再編 を迫 られ

て い た 。 こ の ような状況の 中で 、障害児の 中で

も少数 となっ た盲児童生徒 の 学校 の 維持 は財政

的 に 困難な こ とで あ り、既 に設置 され て い た

LEA 管轄の 盲学校 にお い て も、今後 の 維持 ・継

続が 再検討 され な けれ ば な らなか っ た 。 大都市

ロ ン ドン で さ えも、地域 に在住す る教育可能な

盲児童生徒数は 90人弱で あ っ たこ とか ら、 既存

の LEA 管轄の 盲学校 2校 を廃校する こ とを決定

し て い た （London　 County　Council 匚1947 ］

189）。

　 こ の よ うに し て 、教育対象児童生徒が急増す

る中で の 盲児童生徒 の 相対的減少、及び 弱視教

育 と盲教 育 と の 分化 と い う 2 つ の 要 因に よ っ

て 、戦前に は 70校あ っ た 盲学校は 16校に まで減

少 し、 またLEA 管轄の 盲学校は 1 校 を残 して す

べ て廃校 とな っ た の で ある 。 さら に 、廃校を逃

N ．1940年代視覚障害教育改革の 意義

　 1．年齢 、 能力 、 視力に 対応 した学習集 団の

　　編成 による指導の 効率化 と課外活動の 拡大

　 ユ944年教育法 の 公布後 、 それまで 5歳か ら16

歳 まで の 弱視を含む視覚障害児 を対象に基礎教

育を行 っ て い た ヘ ン シ ョ ー盲学校は 12、13歳か

ら16歳 まで の 点字を活用する盲児童生徒の た め

の 中等モ ダ ン ・ス ク ール （secondary 　modern

school ） として （Henshaw ’

s　lnstitute　fbr　the　Blind

匚1946］10）、また ロ イヤ ル ・ビク トリア盲学校

は 5歳か ら12、13歳 まで の 盲児童生徒の た め の

初等教育学校 （primary　school ） と して それ ぞれ

対象児を変更 し て い る （Royal　Victoria　School

for　the　Blind 匚1947］ 3 ；［1948］ 4）。 こ れ に よ

り、例 えば ロ イヤ ル ・ビク トリア盲学校か らは 、

12、13歳以上 の 盲児童生徒11人が近 隣地域 の 中

等教 育 学校 で あ る ヨ
ー

ク 盲学校 （Yorkshire

School　for　the　Blind） へ 転出 し、また 12、13歳

以 下の 盲児童生徒 12人 が ヨ
ー

ク盲学校 よ り転入

して きて い る （Royal　Victoria　School　for　the

Blind　匚1947］4）。

　 盲教育 と弱視教育が分化 し、 盲学校 の 就学対

象年齢が 限定され、さ らに中等教育か らは能力

に対応 した 3 分岐 され た教育制度が導入 され た

こ とは 、盲学校に い くつ かの 変革 をもた らした 。

まず、年齢、能力、視力に対応 した学習集団の

確保が可能に な っ た こ とに よる指導の 効率化が

あげ られる 。 た と えば、教育改革前、64人の 視

覚障害児が在籍 して い た ヘ ン シ ョ
ー盲学校の場

合、在籍生徒 の 約 3割が弱視児で あ り、 さ らに

入学対象年齢 が 5歳か ら16歳 まで と幅の あ っ た

こ とか ら、学習 に適 した学習集団の編成 は困難

で あ っ た （Ministry　of 　Education ［1944a］1）。

こ うした要因 もあ っ て 、生徒 の 点字 の リテ ラ シ

ーも低 か っ たこ とが報告 されて い る （Ministry

of 　Education ［1944a］ 1）。 しか し1948年以 降に
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な る と、年齢や能力に対応 した 5 つ の ク ラ ス を

設 けるこ とが可能 とな り、 さらに こ うした試み

は点字 リテ ラ シ ーの 水準 の 向上 に貢献 した こ と

が 報 告 さ れ て い る （Ministry　of 　Education

［1948］　2）。

　 また 、課外活動に も変化が 見られ た 。 例 えば、

教育改革前に は ス ポ
ー

ツ 関連 の 課外活動が 中心

で あ っ た ヘ ン シ ョ
ー盲学校で は、1947年に な る

と読書研 究会 （reading 　circle ）や討 論研 究会

（debating　soGiety ）な ど、学習活動 を応用 した課

外活動を導入する な ど活動内容 の 拡大が み られ

た （Henshaw ’

s　lnstitution　fbr　the　Blind［1947］10）。

さ らに、教 育改革以降、ロ イヤ ル ・ビク トリ ア

盲学校が 学校の 目的 と して 、 教科 に 加え幅広い

課外活動 を行 うこ とを明記 して い る こ とか らも

わか る よ うに （Royal 　Victoria　School　for　the

Blind ［1959 ］5）、こ うした 課外活動 は盲学校

にお い て重要視 され る傾向に あ っ た。そ して そ

の背景に は、教育改革に よ り盲学校 にお い て 、

年齢や 能力が ある程度統
一

され た集団の確保が

可能 とな っ た こ とが あげられ る 。

　 2．盲学校と地 域との 交流の 強化

　 点字で の 教育 を必要 と し、かつ 人数が少な い

盲児童生徒 の 場合 、広範な地域か ら盲児童生徒

が集 まる盲学校が 寄宿制で ある こ とは、避け ら

れ な い こ とであ っ た 。 しか し1940年代の イギ リ

ス で は、幼児期か ら子 どもを家庭か ら分離す る

こ とに よ り生 じる発達的
・
情緒的問題が注 目を

浴び る ようにな り、1950年代 になる と寄宿制特

殊学校の 在 り方 をめ ぐる論争が現れるように な

る 。

　 例 えば、1953年 の 医務官報告書で は 、 「家庭

は 子 ど もの 心 的 発達 と安心 感の 基 盤 で あ る た

め、他に
一

切の 手段が な い 限 りは寄宿制学校に

入 れ る べ きで は な い 」 と し て い る （French

［2006］ 124）。 また 1954年に は 、 教育省 よる通

達276 （Circular276） にお い て 、障害児 を寄宿

制特 殊学校 で は な く可 能 な 限 り通 学 制学 校

（day　schooD に入れ る こ とが好 ましい として い

る 。 そ こ で ロ イヤ ル ・ビ ク トリ ア盲学校及び ヘ

ン シ ョ
ー盲学校は、こ うした背景 に加えて 、視

覚障害 とい う特性 か ら生 じる環境上 の 制約を考

慮 し、授業だけで な く社会 と の 交流 に も力 を入

れ は じめた の で あっ た 。

　 ロ イヤル ・ビ ク トリア 盲学校 で は、1950年代

初頭か ら盲学校 を積極的に地域に 開放 し 、 視覚

障害教育 に関心 をもつ 地域 の 人々 を始め 、 通常

学校 の 教員養成 コ
ー

ス の 学生や 病院関係者な ど

多 くの 訪 問者 を受 け入 れ た （Royal 　Victoria

School　f（）r　the　Blind　［1965］3−4）。

　 こ うした学校 開放 をきっ かけに 、 地域の 大学

の 学生や 地 域 の 団体 （Red 　CrQss　Cadets）が 子

ど もた ち の 入 浴の 手伝 い や 睡眠時 の 本 の 読み 聞

かせ の た め、頻繁に学校を訪れ る よ うに な っ た

（Royal　Victoria　School　for　the　Blind ［1962］ 4）。

こ うして 、 盲学校 と社 会 との 新 しい 交流の 形が

生 まれ て い っ た 。

　 ま た ヘ ン シ ョ ー盲学校 にお い て も、 ロ イヤ

ル ・ビ ク トリ ァ 盲学校 と同様の 理 由か ら、地域

の 演奏会や演劇 などに頻繁に児童生徒 を参加 さ

せ て い る 。 また 、 50年代後期か らは地域の 通常

学校 に 通 う同年代 の 晴眼児 との 交流 も始 ま っ

た 。 さ ら に 1951年か らは、毎年夏にな る と当校

が 位置する マ ン チ ェ ス ターの タク シー運転手協

会 （Manchester　Taxi 　Derivers
’

Association ） が

学校 を訪問 し、子 ど も全 員を近 くの 海岸 まで 連

れ 出 して の 交流会が行 われた （Henshaw ’
s　Insti−

tUtion　fc｝r　the　Blind　［1951］　16；　［1953］　13）。

　 こ の よ うに 、 盲 とい う障害が少数で あるが ゆ

えに分離教育 にな らざる を得な い 弊害 を克服す

るため に、当時の盲学校で は地域 との交流の 強

化な ど多様な活動が展 開され る よ うに なっ た 。

V ．お わり に

　1940年代におけ る視覚障害教育 の 変化 の 背景

に は 、 初め て 障害児教育 を通常教育 の 枠組 み に

組み 込んだ 1944年教育法の存在が あ っ た。 同法

は、障害児教育は通常教育と方法的側面に お い

て の み異 なる もの で 、 本質的に は同 じもの で あ

る こ とを強調す る 「特別 な教育的取 り扱 い 」 と

い う概念 を導入 し、 さらに障害児 の 教育 の 場 に

つ い て 、 特殊学校 だけで な く通常学校 もあ りう
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る と した 。 しか し、1945年の 教育指針に見る こ

とがで きる よ うに 、特に専門的 な指導法を必要

とす る盲児や重度の 弱視児 に つ い て は、指導法

の 面 にお い て 通常教育とは異な る と して、盲学

校で の 教育 を推進 して い たこ とから、 視覚障害

教育は引 き続 き盲学校 で の 分離教 育が 継続 され

た の で あ っ た 。 さ らに、同法で は初等教育と中

等教育、及び弱視教育と盲教育の 分化を薦め て

い た ため 、盲学校に お い て対象児が減少し、ま

た
一

方で 同法 の 教育改革 によ っ て通常教育の 対

象児が爆発 的に増加する 。 こ うした背景か ら、

1930年代に は70校存在 した盲学校 も16校に減少

し、 さら に 、 廃校 を逃れ た盲学校 は 、 従来 よ り

も広範囲の 地域 か らよ り多 くの 盲児童生徒 を受

け入れ る こ とが求め られ たため、すべ て大規模

な寄宿制盲学校とな っ た の であ っ た 。

　 以上 の ように 、 1944年教育法は大規模 寄宿制

盲学校を生み 出 し、障害児教育の 分離化 を促進

す る結果 を招 い た 。 しか し、大規模寄宿制盲学

校で は 、 1944年教育法 を機に 、 年齢 ・能力 ・視

力 に対応 した学習集団の 確保が 可能とな っ た こ

とか ら、 指導の 効率化や課外活動 の 拡大 がみ ら

れ た 。 さ らに分離的環境か ら生 じる弊害 が議論

の 的 とな っ た 1950年代か らは、そ の 対応策と し

て 地 域 との 交流 を強化する盲学校が 出現す る な

ど盲学校 に変革を もた ら した。そ して こ うした

変革は 、その 後の 盲学校 における教育活動の 充

実化を促す要 因 とな っ たこ とが考 え られ るが 、

具体的 に い か な る形で 盲学校 の 教育活動が充実

した の か に つ い て は、今後更な る検討を重ねて

い か な けれ ば な らな い 。

　 また、戦後の教 育改革に よ っ てすべ て の盲学

校 は寄宿制 へ と変容 したが、そ れ は戦前か らの

視覚障害者 団体 に よる意図 も反映 して い た こ と

が考えられ る 。 なぜ なら 、 1936年に 視覚障害教

育教員 養成組 織 （College　of 　Teachers 　of 　the

Blind）に よ り出版 され た盲 学校報 告書で は 、

当時の 小規模な通学制盲学校の 中に は 、 適切 で

ない教育環境 に あ っ た学校 も存在 して い た こ と

が述べ られ 、 また大規模 な寄宿制盲学校 の 利点

に つ い て言及 され て い る か ら で あ る （College

ofteachers 　ofthe 　blind［1936］10）。 したが っ て 、

小規模通学生盲学校 に関す る議論 を戦前 に さか

の ぼ り詳細 に分析 して い くこ とも、今後の 課題

で あ る。

註

1 ）本 論文 で イギ リス とは主 と して イ ン グ ラ ン ド

　及び ウ ェ
ール ズ に限定 し使用する 。

2 ）イギ リス で は、 5 歳か ら14歳 まで の 子 どもた

　ちに対 し、初等教育 を義務教育 と して 無償 で 提

　供 し て い たが 、 実際に は 中流階級や 上 流階級で

　は、11歳にな る と 中等学校へ 通 っ て更 に上級 の

　教育 を受け る 子 ど もが 多か っ た 。 しか し、 中等

　教育 は無償 で はなか っ たため、中流 階級以下 の

　子 ど もた ち は義務教育 の み で 教育 を 終 え、卒業

　後は低賃金 の 職 に 就 くほ か なか っ た の で あ る

　（Ministry　of 　Education ［1951］ 39）。

3 ）盲 、 弱視 、 聾 、 難聴 、 病虚弱、糖尿病、教育

　遅滞、て ん か ん 、不 適応、肢体不 自由、言語障

　害

4 ）例 えば、盲学校 に お い て 視力 を活用 せ ず点字

　で の 教育 を 強 い ら れ た り、ま た は 全 くの 支援 な

　しに通常学校 に在籍す るな どであ る。

5 ）1947年当時 、 5，034，
275人存在 した教育対象児

　は、 5年間に 100万 人単位 で 増 え続 けるであろ う

　と推測 さ れ て い た （Ministry　of 　Education ［1947］

　14）。
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A  Study  on  the Appearance ofEnlarged  Residential Schools by the Reform of

  England's Blind Education in the 1940s and  its Educational Significance

Hisae MIYAUCHI

  In the 1930s, there were  70 schools  for the blind in England, of  which  about  70 percent were  day

schools.  However,  by the late 1940s those  70 had dwinclled to only  16 boarding schools,  Behind  this

change,  there was  1944  Education Act, which  alleviated the segregation  between the regular  education

and  the special education.  Even  after the 1944 Education Act being enacted,  the education  for the vi-

sually  impaired continues  to be taught  in schools  for the blind, and  this was  due to the recommendation

of  the Ministr}r of  Education. In addition,  since  the act recommended  the education  for the visually

impaired be partitioned into education  for the partially sighted  and  for the totally blind, enro]lment  in

all-blind  schools  plummeted and  rnany  had to close. Furthermore, remaining  blind schools  received

blind students  from 1arger geographical areas,  so  these schools  had to be boarding schools,  This form

of  educatien  brought together  students  with  similar  age,  ability  and  visual  acuity,  which  made  the

teaching  more  efficient, expanded  the education  related activities and  the strengthened  the relationship

between the school  and  the community.

Key  Words:  England, Education for the visually  impaired, 1944 Education Act,

GraduateSchool,Hyogo University ofTeacher  Education
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